
第１回厚生小委員会 次第 

 

日 時： 平成１５年９月１９日（金） 午後３時００分から 

 会 場： 一宮地場産業ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ ２Ｆ第１会議室  

 

 

１ 開会 

 

 

２ 委員紹介 

 

 

３ 厚生小委員会委員長及び副委員長の選出について        （資料１） 

 

 

４ 議題 

(1)報告事項 

報告厚生第１号 厚生小委員会の役割について        （資料２） 

報告厚生第２号 厚生小委員会のスケジュールについて    （資料３） 

 

(2)提案事項 

協議厚生第１号 介護保険事業の取扱いについて        （資料４） 

協議厚生第２号 生活保護事業について            （資料５） 

 

 

５ その他  

・厚生小委員会の日程について                   （資料６） 

 

 

６ 閉会 
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委員長及び副委員長の選出について 

 

厚生小委員会の委員長及び副委員長の選出は、一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会小委

員会規程第４条第２項の規定に基づき、委員の互選により定める。 

 

 

 

 

委 員 長                      

 

 

 

副委員長                      

 

 

 

 

 

 

委員区分 職または選出市町 氏  名 備考 

一宮市議会議員 吉田 勇吉   

尾西市議会議員 浅田 清喜   ２号委員 

木曽川町議会議員 日比野 友治   

栃倉 勲   
一宮市 

友定 良枝   

青木 隆子   
尾西市 

橋本 照夫   

不破 孝彦   

３号委員 

木曽川町 
松村 真早美   

 

 

 

 

 

【参考】 

一宮市・尾西市・木曽川町合併協議

会小委員会規程（抜粋） 

 

（役員） 

第４条 各小委員会に次の役員を

置く。 

(1) 委員長 １名 

(2) 副委員長 １名 

２ 役員は、小委員会委員の互選

により選出する。 

 （役員の職務） 

第５条 委員長は、会務を総理し、

小委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、

委員長に事故があるとき、又は

委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

資料１ 
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報告厚生第１号 厚生小委員会の役割について 

厚生小委員会の担任する事項 

（１） 使用料、手数料等の取扱いに関する事項（協定項目１５） 

（２） 公共的団体等の取扱いに関する事項（協定項目１６） 

（３） 補助金、交付金等の取扱いに関する事項（協定項目１７） 

（４） 国民健康保険事業の取扱いに関する事項（協定項目２０） 

（５） 介護保険事業の取扱いに関する事項（協定項目２１） 

（６） 窓口業務に関する事項（協定項目２３－８） 

（７） 保健衛生事業に関する事項（協定項目２３－９） 

（８） 障害者福祉事業に関する事項（協定項目２３－１０） 

（９） 高齢者福祉事業に関する事項（協定項目２３－１１） 

（１０）児童福祉事業に関する事項（協定項目２３－１２） 

（１１）保育事業に関する事項（協定項目２３－１３） 

（１２）生活保護事業に関する事項（協定項目２３－１４） 

（１３）その他の福祉事業に関する事項（協定項目２３－１５） 

（１４）健康づくり事業に関する事項（協定項目２３－１６） 

（１５）その他事業に関する事項（協定項目２３－２９） 

（１６）その他（協定項目２４） 

 
【参考】一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会小委員会規程（抜粋） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会規約（以下「規約」という。）第１２

条第２項の規定に基づき、一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会小委員会（以下「小委員会」と

いう。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 小委員会は、一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会（以下「協議会」という。）の付託に

より、規約第３条に規定する事務の一部について、調査及び審議をするものとする。 

（組織及び名称） 

第３条 小委員会は、次の各号のいずれかに該当する者により組織する。 

 (1) 協議会の会長（以下「会長」という。） 

 (2) 協議会の副会長 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、協議会の委員のうちから会長が選任した者 

２ 小委員会の名称及び定数は、別表のとおりとする。 

別表（第３条関係） 

名      称 定  数 

新市建設計画作成等小委員会 １４名以内    

総務文教小委員会 ９名以内    

厚生小委員会 ９名以内    

経済環境小委員会 ９名以内    

建設小委員会 ９名以内     
 

資料２ 



合併協定項目及び小委員会への付託

1 合併の方式 新市
2 合併の期日 新市
3 新市の名称 新市
4 新市の事務所の位置 新市
5 財産の取扱い 新市
6 地域審議会の取扱い 新市
7 議会の議員の定数及び任期の取扱い 総務
8 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 経済
9 地方税の取扱い 総務
10 一般職の職員の身分の取扱い 総務
11 特別職の身分の取扱い 総務
12 条例、規則等の取扱い 総務
13 事務組織及び機構の取扱い 総務
14 一部事務組合等の取扱い 総務 経済 建設
15 使用料、手数料等の取扱い 総務 厚生 経済 建設
16 公共的団体等の取扱い 総務 厚生 経済 建設
17 補助金、交付金等の取扱い 総務 厚生 経済 建設
18 町名・字名の取扱い 総務
19 慣行の取扱い 総務
20 国民健康保険事業の取扱い 厚生
21 介護保険事業の取扱い 厚生
22 消防団の取扱い 総務
23 各種事務事業の取扱い
23-01 女性政策事業 総務
23-02 姉妹都市、国際交流事業 総務
23-03 電算システム事業 総務
23-04 広報広聴関係事業 総務
23-05 納税関係事業 総務
23-06 消防防災関係事業 総務
23-07 交通関係事業 総務
23-08 窓口業務 総務 厚生 経済 建設
23-09 保健衛生事業 厚生
23-10 障害者福祉事業 厚生
23-11 高齢者福祉事業 厚生
23-12 児童福祉事業 厚生
23-13 保育事業 厚生
23-14 生活保護事業 厚生
23-15 その他の福祉事業 厚生
23-16 健康づくり事業 厚生
23-17 ごみ収集運搬業務事業 経済
23-18 環境対策事業 経済
23-19 農林水産関係事業 経済
23-20 商工・観光関係事業 経済
23-21 勤労者・消費者関連事業 経済
23-22 建設関係事業 建設
23-23 上・下水道事業 建設
23-24 市(町)立学校の通学区域 総務
23-25 学校教育事業 総務
23-26 文化振興事業 総務
23-27 コミュニティ施策 総務
23-28 社会教育事業 総務
23-29 その他事業 総務 厚生 経済 建設
24 その他 総務 厚生 経済 建設
25 　 新市建設計画に係る事項 新市

該当小委員会
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厚生小委員会付託協定項目について 

 
１５ 使用料、手数料等の取扱い 

 

合併関係市町村の間で、同一目的の施設の使用料や同一種類の事務の手数料が異なって

いる場合は、その取扱いについて協議する。 

なお、使用料、手数料等については条例等で定められているので、新設合併の場合や編

入合併において従来の取扱いを変更するような場合には、合併市町村の発足と同時に新た

な条例が施行されるよう、準備を進めておかなければならない。 

 

 

１６ 公共的団体等の取扱い 

 

合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、合併市町村の一体性の速やかな確立に資す

るため、その統合整備を図るよう努めなければならないとされていることから（合併特例

法第１６条第８項）、その取扱いについて協議する。 

 

 

１７ 補助金、交付金等の取扱い 

 

合併関係市町村が交付してきた様々な補助金、交付金等について、それぞれの内容を整

理し、その必要性を検討するとともに交付先や交付基準等の調整をする。 

 

 

２０ 国民健康保険事業の取扱い 

 

市町村が保険者となり運営している国民健康保険について、合併関係市町村の間で保険

給付の内容や保険料が異なっている場合は、合併市町村の住民の間で不均衡が生じないよ

うにする。 

なお、国民健康保険税の制度を採用している場合は、合併特例法第１０条による不均一

課税をとることができる。 

 

 

２１ 介護保険事業の取扱い 

 

 介護保険事業は、制度の中で保険料や納期が異なる場合があり、早期に一体性の確保に

努め、市民福祉の向上を図る必要がある。 

 

 

２３－８ 窓口業務 
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窓口業務については、住民サービスの向上を観点に、例えば各支所・出張所ごとの総合

窓口の設置、ワンストップ・サービスの実施、申請手続の簡素化等を行うことが適当であ

る。 

 

 

２３－９ 保健衛生事業 

 

住民生活に極めて密接に関係し、かつ、重要なものであるため、できるだけ早く新市の

一体性を確保できるよう調整を行うことが適切。ただ、制度統一までの移行措置に関して

配慮し、その取扱いについては急激な変化を及ぼすことがないよう留意することが必要で

ある。 

 

 

２３－１０ 障害者福祉事業 

 

障害者福祉事業については、国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進し、

障害者の社会参加に係る事業等は統合又は再編し充実に努めることが適当である。 

独自制度の内容に差異があるものは高い水準に統一することが多い。一の団体で行って

いる事業については、従来の実績を尊重し、域内全体の均衡が保たれ、制度の趣旨・目的

が効果的に機能するように調整することが適当である。 

 

 

２３－１１ 高齢者福祉事業 

 

高齢者福祉事業については、国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進し、

老人保健福祉計画を新たに再編し、保健福祉制度の充実に努めることが適当である。 

独自制度の内容に差異があるものは高い水準に統一することが多い。一の団体で行って

いる事業については、従来の実績を尊重し、域内全体の均衡が保たれ、制度の趣旨・目的

が効果的に機能するように調整することが適当である。 

 

 

２３－１２ 児童福祉事業 

 

児童福祉事業については、従来の例では少子高齢化社会の進展に配慮し、可能な限りサ

ービスは高い水準に調整し、特に、子育てをしやすい環境づくりに配慮されている。 

また、国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進し、子育て支援事業等に

ついては、統合又は再編し充実に努めることが適当である。 

一の団体で行っている事業については、従来の実績を尊重し、域内全体の均衡が保たれ、

制度の趣旨・目的が効果的に機能するように調整することが適当である。 

２３－１３ 保育事業 
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国等の制度に基づいて実施している事業は、現行の通りである。 

保育料については、一般的には、国の徴収基準にあわせて、合併後速やかに調整するこ

とが適当である。ただ、団体間において著しく差異がある場合は、調整期間を設け、激変

緩和に努めることが適当である。 

 

 

２３－１４ 生活保護事業 

 

国等の制度に基づいて実施している事業は、現行の通りである。 

ただし、市は福祉事務所を設置しているが、町村の生活保護法に基づく事務のほとんどは

都道府県の福祉事務所が事務を行っている現状にある。したがって、市と町村が合併する

場合又は町村が合併により市となる場合、これらの事務が合併を機に新市に移管されるた

め、事前の事務引継ぎや福祉事務所の新規設置、事務量の増加による職員の配置における

配慮等が必要となる。 

 

 

２３－１５ その他の福祉事業 

 

地域格差が生じないよう統合又は再編し、充実に努めることが適当である。福祉事務所

が行う業務については２３－１４と同様である。 

 

 

２３－１６ 健康づくり事業 

 

一団体が独自に行っている事業については、住民サービスが低下しないように調整に努

めることが適当である。 

 

 

２３－２９ その他事業 

 

独自の事務事業については、従来からの経緯・実情を考慮し調整する。 

同一又は類似する事務事業については、住民サービスの低下を招かないよう留意しなが

ら、合理化・効率化に努めることが適当である。 

 

 

２４ その他 

 

合併後の経済社会情勢の変化等により、協定項目の内容の実施に支障が生じたときは、

住民の意見を聴いて見直しを行うものとすることが適当である。 



厚生小委員会のスケジュールについて

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

合併協議会 8日 30日 28日 25日

厚生小委員会 19日 20日 25日 18日

合併協議会 ○ ○ ○ ○

厚生小委員会 ① ② ③ ④

提
案

提
案

協
議

報
告

提
案

協
議

提
案

協
議

報
告

使用料、手数料等の取扱い

公共的団体等の取扱い

補助金、交付金等の取扱い

国民健康保険事業の取扱い

介護保険事業の取扱い

窓口業務

保健衛生事業

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

児童福祉事業

保育事業

生活保護事業

その他の福祉事業

健康づくり事業

その他事業

その他

協
定
項
目

16年1月 2月

7

3月15年8月 9月 10月 11月 12月

　　　　　　未　　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未　　定

資料３
報告厚生第２号



合併協議会

厚生小委員会

合併協議会

厚生小委員会

使用料、手数料等の取扱い

公共的団体等の取扱い

補助金、交付金等の取扱い

国民健康保険事業の取扱い

介護保険事業の取扱い

窓口業務

保健衛生事業

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

児童福祉事業

保育事業

生活保護事業

その他の福祉事業

健康づくり事業

その他事業

その他

協
定
項
目

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

6月 7月5月

8

8月4月

　　　　　　未　　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未　　定
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介護保険事業の取扱いについて（協定項目第２１号）  
 
 
 
介護保険事業の取扱いに係る調整方針（案）を次のとおり提案する。 

 
 

協定項目 介護保険事業の取扱い 

調整方針 
原則として一宮市の制度を適用するものとする。ただし、第１号

被保険者保険料及びその普通徴収に係る納期については、平成１７

年度から一宮市の制度に統一する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

協 議 状 況 
提 案 平成１５年 ９月１９日 
協 議 平成  年  月  日 
確 認 平成  年  月  日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料４ 協議厚生第１号 
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生活保護事業について（協定項目第２３－１４号）  
 
 
 
生活保護事業に係る調整方針（案）を次のとおり提案する。 

 
 

協定項目 生活保護事業 

調整方針 
生活保護事業は、国制度のため現行のまま新市に引き継ぐもの

とする。その他各種事務の取扱いについては、一宮市の事業を適

用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

協 議 状 況 
提 案 平成１５年 ９月１９日 
協 議 平成  年  月  日 
確 認 平成  年  月  日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料５ 

協議厚生第２号 
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厚生小委員会の日程について 

 

平成 15 年中に予定されている会議は下記のとおりとする。 

回 日  程 場  所 

２ １０月２０日（月）午後２時  

３ １１月２５日（火）午後２時  

４ １２月１８日（木）午後３時 一宮地場産業ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ２Ｆ第１会議室 

 

資料６ 



　　厚生小委員会

　　協　議　附　属　資　料

　　＜協議厚生第１号　２１　介護保険事業の取扱い＞

　　一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会

　　平成１５年９月１９日



一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会の調整内容

４．保険料の減免

・賦課期日　４月１日
・納期(普通徴収の場合)
　７月から翌年２月までの毎月末日
　（１２月は２７日）までの８期

・賦課期日　４月１日
・納期(普通徴収の場合)
　５月から翌年３月までの奇数月
　末日までの６期

所得段階が第１段階・第２段階に
該当し、本人の前年の合計所得金
額が３３万円以下の場合（生活保
護受給者を除く）、介護保険料額
の２割を減免。

保険料の減免無

納付方法
第１号被保険者
　　年金年額１８万円以上
　　　　特別徴収（年６回）
　　年金年額１８万円未満
　　　　普通徴収（年８回）
第２号被保険者
　　医療保険料と一括徴収

納付方法
第１号被保険者
　　年金年額１８万円以上
　　　　特別徴収（年６回）
　　年金年額１８万円未満
　　　　普通徴収（年８回）
第２号被保険者
　　医療保険料と一括徴収

納付方法
第１号被保険者
　　年金年額１８万円以上
　　　　特別徴収（年６回）
　　年金年額１８万円未満
　　　　普通徴収（年６回）
第２号被保険者
　　医療保険料と一括徴収

平成１７年度分から一宮市の制度に統一
する。

厚生部会  介護分科会

木  曽  川  町

平成１７年度分から一宮市の保険料に統
一する。

平成１７年度分から一宮市の制度に統一
する。

平成１７年度分から一宮市の制度に統一
する。

保険料の減免無

・賦課期日　４月１日
・納期(普通徴収の場合)
　７月から翌年２月までの毎月末日
　（１２月は２５日）までの８期

調整方針（案）

各項目の調整方針

協　議　項　目 介護保険事業の取扱い

項    目 一  宮  市 尾  西  市

原則として一宮市の制度を適用するものとする。ただし、第１号被保険者保険料及びその普通徴収に係る納期については、平成１７年度
から一宮市の制度に統一する。

１．保険料

２．納付方法

３．納期

・保険料の設定
　　５段階制
・所得段階別保険料（年額）
　　平成１５～１７年度
　　第１段階１７，３００円
　　第２段階２６，０００円
　　第３段階３４，６００円
　　第４段階４３，２００円
　　第５段階５１，９００円

・保険料の設定
　　５段階制
・所得段階別保険料（年額）
　　平成１５～１７年度
　　第１段階１７，３００円
　　第２段階２５，９００円
　　第３段階３４，６００円
　　第４段階４３，２００円
　　第５段階５１，９００円

・保険料の設定
　　５段階制
・所得段階別保険料（年額）
　　平成１５～１７年度
　　第１段階１７，８００円
　　第２段階２６，７００円
　　第３段階３５，６００円
　　第４段階４４，５００円
　　第５段階５３，４００円
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一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会の調整内容

木  曽  川  町 各項目の調整方針項    目 一  宮  市 尾  西  市

７．上乗せ給付

８．特別給付

介護認定審査会（１４年度）
①申請者数　７，４７６人
②開催回数　２４６回
（火・水・金各２合議体ずつ開催）
③審査件数　７，５５７件
④合議体数　６合議体
⑤１合議体委員定数　９人
⑥１合議体出席委員数　６人

認定審査会委員
審査会委員数　５４人
委員の任期　２年
委員報酬単価　２３，０００円／回

９．保健福祉事業 無 無

無 無

無 無

２市１町同じであるため現行のとおりと
する。

無

２市１町同じであるため現行のとおりと
する。

２市１町同じであるため現行のとおりと
する。

無

無

合併時に一宮市の制度を適用する。合議
体数を９合議体とし、週３回３合議体で
実施する。

５．介護保険認定
　　審査事務

６．介護保険認定
　　調査事務

介護認定調査
①調査の形態　全委託

②委託先（平成１４年度）
・居宅支援事業者　９７件
・介護保険施設　１０２件
　　　　　　　計１９９件
③調査委託件数（Ｈ１５/３）
・居宅　６，５９１件
・施設　　　８０４件
　　　計７，３９５件
④調査委託料単価
・居宅　２，６５０円
・施設　２，１６０円

介護認定調査
①調査の形態　委託、一部直営

②委託先（平成１４年度）
・居宅支援事業者　５４件
・介護保険施設　　３９件
　　　　　　　　計９３件
③調査委託件数（Ｈ１５/３）
・居宅　１，４９８件
・施設　　　１８５件
　　　計１，６８３件
④調査委託料単価
・居宅　２，５００円
・施設　２，０５０円

介護認定調査
①調査の形態　全て町保健師
　　　　　　　　（遠方のみ委託）
②委託先（平成１４年度）
・居宅支援事業者　２件

③調査委託件数（Ｈ１５/３）
　　　　　　　　　２件

④調査委託料単価
　　　　　　　　２，６５０円

合併時に一宮市の制度を適用する。認定
調査形態は全て委託を基本とするが、変
更申請等特殊な事例は市職員（臨時も含
む）が実施する。

介護認定審査会（１４年度）
①申請者数　１，６９５人
②開催回数　６０回
　（火・木各１合議体ずつ開催）
③審査件数　１，７３８件
④合議体数　２合議体
⑤１合議体委員定数　８人
⑥１合議体出席委員数　６人

認定審査会委員
審査会委員数　１６人
委員の任期　２年
委員報酬単価　１８，４００円／回

介護認定審査会（１４年度）
①申請者数　９１０人
②開催回数　４０回
　（１合議体週１回開催）
③審査件数　９３７件
④合議体数　２合議体
⑤１合議体委員定数　９人
⑥１合議体出席委員数　６人

認定審査会委員
審査会委員数　１８人
委員の任期　２年
委員報酬単価　２０，０００円／回
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一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会の調整内容

木  曽  川  町 各項目の調整方針項    目 一  宮  市 尾  西  市

平成１５．４．末現在
特別養護老人ホーム数 ５施設
老人保健施設数　　 　３施設
療養型病床群数　  　 ２施設

平成１５．４．末現在
特別養護老人ホーム数 １施設
老人保健施設数　　 　１施設
療養型病床群数　  　 ２施設

平成１５．４．末現在
特別養護老人ホーム数 １施設
老人保健施設数　　 　０施設
療養型病床群数　  　 １施設

平成１５．４．末現在
特別養護老人ホーム入所者数 471人
老人保健施設入所者数　　 　426人
療養型病床群入所者数　  　　77人
計 　　　　　　　　　　　　974人
対高齢者人口比 　   　　　2.13％

平成１５．４．末現在
特別養護老人ホーム入所者数 120人
老人保健施設入所者数　　　　88人
療養型病床群入所者数　　　　17人
計　　　　　　　　　　　　 225人
対高齢者人口比　　　　　　2.21％

平成１５．４．末現在
特別養護老人ホーム入所者数  91人
老人保健施設入所者数　　　　43人
療養型病床群入所者数　　　　17人
計　　　　　　　　　　　　 151人
対高齢者人口比　          2.91％

１４．組織体制

１１．被保険者数

１２．介護保険施設数

１３．介護保険施設
　　　入所者数

１０．ケアマネジメ
　　　ント支援事業

担当部署
市民福祉部高年福祉課

担当部署
市民福祉部福祉課
総務部収納課（滞納部門のみ）

担当部署
民生部保健長寿課

平成１５．４．末現在
第１号被保険者数　４５，７５１人

平成１５．４．末現在
第１号被保険者数　１０，１７２人

無 無

介護認定を受け、ケアマネジャー
の指定を行っているが、介護サー
ビスの利用がない者に対しケアマ
ネジャーが定期的に居宅を訪問し、
本人や家族の心身の状態・要望を
把握し、適切な指導・助言を行う。

訪問１回につき2,000円支払う。
平成１４年度　　　６９件

合併時に木曽川町の事業を適用する。

平成１５．４．末現在
第１号被保険者数　　５，１８５人
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一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会の調整内容

市町村名 合併期日

介護保険事業については、合併までに制度導入に向け、 一体性の確保に努め、市民福祉の向上を図

るものとする。

(1) 第１号被保険者保険料については、合併年度は現行のとおりとし、平成１５年度分から第２期

　　介護保険事業計画により算定した保険料率に統一する。

(2) 普通徴収に係る納期については、合併年度は現行のとおりとし、平成１５年度から廿日市市の

　　例に統一する。

(3) その他各種事務の取扱いについては、廿日市市の例に統一する。

新居浜市 H15.4.1 介護保険事業については、合併時に新居浜市の制度に統一するものとする。

合併時に介護保険事業計画を見直し、新たに介護保険料を設定する。

ただし、平成１５年度は経過措置として、両市町それぞれの保険料及び納期とし、平成１６年度から

統一する。

厚生部会 介護分科会

調　　　　　　　　　　　整　　　　　　　　　　　方　　　　　　　　　　　針　　

新発田市

介護保険事業の取扱い協　議　項　目

先　進　事　例

H15.7.7

廿日市市 H15.3.1

さいたま市 H13.5.1
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介護保険について

一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会の調整内容

厚生部会　介護分科会

協議項目 介護保険事業の取扱い

１．介護保険とは
　介護保険は、４０歳以上の加入者に納めてもらう保険料と、国・都道府県・市町村からの公費（税金）を財源として運営され、加入者が介護や支援が必要とするときに、介護サービス
を利用する費用にあてることで、加入者とその家族をささえるしくみである。

２．介護保険事業計画
　市町村は、厚生大臣が定める基本指針に即して、3 年ごとに、5 年を１期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「介護保険事業計画」
という。）を定めることとなっており、その計画には、各年度における介護サービスの種類ごとの量の見込み、介護サービス見込量の確保のための方策、事業者間の連携の確保等介護
サービスの円滑な提供を図るための事業、その他保険給付の円滑な実施のため必要な事項を定めることとなっている。また、市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介
護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成することとなっている。

３．保険料
① 被保険者
　介護保険の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する６５歳以上の者（第１号被保険者）と市町村の区域内に住所を有する４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者（第２号被保険
者）である。

② 第１号被保険者の保険料（第１号保険料）
　第１号保険料は、３年ごとに市町村が条例で設定する。市町村介護保険事業計画に定めた介護サービスの見込み量から介護保険事業に要する費用の額を見込み、介護保険事業に要する
費用の見込み額のうち第１号被保険者の保険料により収納することが必要な額を算定し、その算定額を第１号被保険者数で除して基準額を算定する。さらに、第１号保険料は、負担能力
に応じた負担を求める観点から、その所得状況に応じて５段階に区分し、それぞれについて基準額に標準割合を乗じて得た額を定額保険料として設定する。
　第１号保険料は、国民年金法による老齢基礎年金等の老齢（退職）年金を一定額以上受給している第１号被保険者については、当該年金が支給されるときに、年金額から差し引かれ、
それ以外の第１号被保険者については、市町村へ直接納付する。

③ 第２号被保険者の保険料（第２号保険料）
　第２号保険料は、第２号被保険者が加入している医療保険毎に、医療保険料の算定方法に基づき決定される。第２号保険料は、医療保険者が医療保険料として一括徴収する。

４．介護認定審査
① 要介護認定
　介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや、痴呆などサービスを受けられる状態かどうかの認定（要介護認定）を受けることが必要である。
　市町村職員等で介護の専門知識を持つ調査員が家庭等を訪問して、本人の日常生活の自立度など全国共通の調査票に基づいて行う調査の結果により一次判定を行う。
　次にかかりつけ医師の意見書、一次判定結果及び調査の特記事項を基に、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、介護が必要かどうか、介護の必要な度合い（要介
護度）を総合的に審査・判定する。（二次判定）

② 介護認定審査会
　介護認定審査会は、各市町村に設置されるのが原則である。ただし、審査判定業務の都道府県への委託又は審査会の共同設置が可能である。
　介護認定審査会は、５人を標準として市町村が定める人数からなる合議体を単位に審査判定を行う。委員は、保健・医療・福祉の学識経験者の中から市町村長が各分野の均衡に配慮し
て任命する。

５．保険給付
　介護保険の給付対象サービス（次項参照）は、大きく分けて在宅サービスと施設サービスとの２つがあり、原則としてサービスの種類ごとに設定される介護報酬の９０％が保険給付さ
れ、１０％は利用者負担となる。
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介護給付介護給付介護給付介護給付 予防給付予防給付予防給付予防給付
○ 要介護状態の 被保険者に対する保険給付 ○ 要介護状態となるおそれがある被保険者に対する ①要介護被保険者を介護する者等の支援事業

　　保険給付 ②被保険者が要介護状態となることを予防するための事業

③その他保険給付のために必要な事業

対象者 要介護者 要支援者 被保険者

居宅介護サービス費 居宅支援サービス費 【一宮市】

○ 次の居宅サービスを受けたとき｡ ○ 次の居宅サービスを受けたとき｡ 　該当給付なし

　訪問介護 　訪問介護 【尾西市】

　訪問入浴介護 　訪問入浴介護 　該当給付なし

　訪問看護 　訪問看護 【木曽川町】

　訪問リハビリテーション 　訪問リハビリテーション 　該当給付なし

　居宅療養管理指導 　居宅療養管理指導

　通所介護 　通所介護

　通所リハビリテーション 　通所リハビリテーション

　短期入所生活介護 　短期入所生活介護

　短期入所療養介護 　短期入所療養介護

　痴呆対応型共同生活介護 　特定施設入所者生活介護

　特定施設入所者生活介護 　福祉用具貸与

　福祉用具貸与

居宅介護福祉用具購入費 居宅支援福祉用具購入費

○ 居宅要介護被保険者が、入浴又は排せつの用に ○ 居宅要支援被保険者が、特定福祉用具を購入したとき。

　　供する福祉用具、特定福祉用具を購入したとき。

居宅介護住宅改修費 居宅支援住宅改修費

○ 居宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他 ○ 居宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったとき。

　　の住宅改修を行ったとき。

居宅介護サービス計画費 居宅支援サービス計画費

○ 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援業者 ○ 居宅要支援被保険者が、指定居宅介護支援業者から

　　から指定居宅介護支援を受けたとき。 　　指定居宅介護支援を受けたとき。

施設介護サービス費

○ 次のサービスを受けたとき｡

　指定介護福祉施設サービス 　　　　　　　　　　　　　　　

　介護保健施設サービス

　指定介護療養施設サービス

高額介護サービス費 高額居宅支援サービス費

介護保険の給付
対象サービス

保健福祉事業保健福祉事業保健福祉事業保健福祉事業

協議項目

一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会の調整内容

厚生部会　介護分科会

介護保険事業の取扱い

在宅サービス

施設サービス

区分
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関係法令

介護保険法（抜粋）

（保険者）
第３条　市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
　
　２　（略）

（被保険者）
第９条　次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区（以下単に「市町村」という。）が行う介護保険の被保険者とする。
　(1) 市町村の区域内に住所を有する６５歳以上の者（以下「第１号被保険者」という。）
　(2) 市町村の区域内に住所を有する４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者（以下「第２号被保険者」という。）

（介護認定審査会）
第１４条　第３８条第２項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会（以下「認定審査会」という。）を置く。

（市町村の認定）
第１９条　介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定（以下「要介護認定」という。）を受けなければな
　　　　らない。
　
　２　予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することについて、市町村の認定（以下「要支援認定」という。）を受けなければならない。

（基本指針）
第１１６条　厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。
　
　２　基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
　(1) 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項
　(2) 次条第１項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第２項第１号の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村
　　　介護保険事業計画及び第１１８条第１項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
　(3) その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
　
　３　厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
　
　４　厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

（市町村介護保険事業計画）
第１１７条　市町村は、基本指針に即して、３年ごとに、５年を１期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」
　　　という。）を定めるものとする。
　
　２　市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1) 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
　(2) 前号の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
　(3) 指定居宅サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
　(4) その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために市町村が必要と認める事項
　
　
　

一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会の調整内容

厚生部会　介護分科会

協議項目 介護保険事業の取扱い
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関係法令

　
  ３　市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければな
　　らない。

　４　（略）
　
　５　（略）
　
　６　市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
　
　７　市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

（保険料）
第１２９条　市町村は、介護保険事業に要する費用（財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。）に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
　
　２　前項の保険料は、第１号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
　
　３　前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要す
　　る費用の予想額、第１４７条第１項第２号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第１号被保険者の所得の分布状
　　況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね３年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
　
　４　市町村は、第１項の規定にかかわらず、第２号被保険者からは保険料を徴収しない。

（賦課期日）
第１３０条　保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。

一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会の調整内容

厚生部会　介護分科会

協議項目 介護保険事業の取扱い
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　　厚生小委員会

　　協　議　附　属　資　料

　　＜協議厚生第２号　２３－１４　生活保護事業＞

　　一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会

　　平成１５年９月１９日



一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会の調整内容

協　議　項　目 生活保護事業

保護世帯数　６５０世帯
保護人員　　９４４人
保護率      ３．３５‰
〈平成１５年３月分〉

６５０世帯の世帯類型
高齢３０６ ・ 母子４０ ・ 障害８５
傷病２０１ ・ その他１８

職員体制
査察指導員　２人
現業員　　　７人
事務員　　　１人
市内を１６地区に分割し、現業員は１人
当たり２～３地区を担当。

平成１４年度予算　１,681,814千円

・風呂のない被保護者に、１人当たり
 月６枚の無料入浴券を交付。
 平成１４年度実績　５３名
・被保護者に月１枚の福祉理容券〔割
 引券〕を交付
 平成１４年度実績　７名

保護世帯数　１１６世帯
保護人員　　１５５人
保護率　　　２．６７‰
〈平成１５年３月分〉

１１６世帯の世帯類型
高齢６２　・　母子５　・　障害１４
疾病３２　・　その他３

職員体制
査察指導員　１人
現業員　　　２人

市内を６地区に分割し、現業員は１人当
たり２～３地区を担当。

平成１４年度予算　348,322千円

保護世帯数　５３世帯
保護人員　　７８人
保護率      ２．４４‰
〈平成１５年３月分〉

53世帯の世帯類型
高齢３２　・　母子３　・　障害３
傷病９　・　その他６

実務は県（尾張事務所）が担当。

窓口職員　２人

平成１４年度予算　0千円

生活保護事業は、国制度のため現行のまま新市に引き継ぐものとする。その他各種事務の取扱いについては、一宮市の事業を適用する。

厚生部会　福祉分科会

調整方針（案）

各項目の調整方針項    目 一  宮  市 尾  西  市 木  曽  川  町

歳末に被保護者が入所入院している
施設病院を訪問する際の手土産。
平成１４年度実績　５０千円
（２５ヶ所）

合併時に事業を廃止する。

事業制度は２市１町同じ
であるため現行のとおり
とする。

合併時に事業を廃止する。

無 無

無 無

1.生活保護事業

  2.生活保護入浴券
    理容券交付

3.生活保護歳末慰問

1



一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会の調整内容

各項目の調整方針項    目 一  宮  市 尾  西  市 木  曽  川  町
･行旅病人の通院医療費
　病院の依頼に基づき一宮市社会福祉協
　議会に給付申請する。
　平成１４年度実績
　　　　２６件　２７３,６９９円

・行旅人の旅費
　一宮市社会福祉協議会の費用により切
  符（回数券で北はＪＲ岐阜駅、南は名
鉄
  で新名古屋駅･金山駅まで）
　平成１４年度実績
　　　　ＪＲ６２枚　名鉄１６０枚

・引き取りのない身元不明の死亡者の取
扱い

平成１４年度取扱件数　３件

・引き取りのない身元不明の死亡者の取
扱い

平成１４年度取扱件数　０件

・引き取りのない身元不明の死亡者の取
扱い

平成１４年度取扱件数　０件

・行旅病人の通院医療費
 病院と連携して対応したケースについ
て病院の請求に基づき支払う。

・行旅人の旅費
 尾西市社会福祉協議会で対応。
 １人５００円（休日については、尾西
市幹部
 交番にて対応。）
 平成14年度実績
 ５５人　２７，５００円

事業制度は２市１町同じ
であるため現行のとおり
とする。

4.法外扶助事業

5.行旅死亡人

・行旅病人の通院医療費
　については合併時に一
　宮市の事業に合わせ
　る。
・行旅人の旅費について
　は、福祉関係部署の事
　務所の所在により対応
　する。原則、切符によ
　る対応とする。

な　し

・行旅人の旅費
　木曽川町社会福祉協議会の費用
　により　５００ 円
　平成１４年度実績
　　　　500円＊125人＝62,500円
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